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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２５年５月１日（水） ０２時００分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市三ツ島
み つ し ま

北方沖 

対馬市所在の三島
みつしま

灯台から真方位００６°３.８海里付近 

（概位 北緯３４°４７.２′ 東経１２９°２７.１′） 

事故調査の経過  平成２５年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ヨット メタクサ ５
ファイブ

、８.５トン 

 ２６０－４２０５４福岡、個人所有 

 １０.１６ｍ（Lr）×３.７４ｍ×１.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１７.６５kＷ、平成１３年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録日 平成１６年７月２２日 

  免許証交付日 平成２４年７月３１日 

         （平成２６年７月２１日まで有効） 

乗組員Ａ 男性 ６０歳 

 死傷者等 死亡 １人（乗組員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、乗組員Ａほか３人の乗組員が乗り組み、対馬市比
ひ

田
た

勝
かつ

港東方沖において、船長が、操舵を自動から手動に切り替え、機帆

走とし、船尾でティラーを操作して横から風を受ける状態（アビー

ム）で西風を受けながら、約７.０ノットの対地速力で北西進した。 

 本船は、メインセール及びジブセールを張り、三ツ島の東方沖を航

行中、船長は、それまでの西風が北風に変わり、北風が強吹するよう

になってきたので、乗組員全員と相談し、メインセールを畳むことに

した。 

 乗組員Ａは、本船が三ツ島北東方沖で緩やかに左転して同島北方沖

を西進中、船首方のマスト付近に移動し他の乗組員１名と共にメイン

セールを畳む作業を始めた。 

乗組員Ａは、マスト根元の右舷側で転落防止のハーネスを使用し、

  



- 2 - 

ハリヤードのストッパーを解除してメインセールを降ろし始めたが、

強風であり、また、波高約２ｍの三角波が発生しており、平成２５年

５月１日０２時００分ごろ、転倒してマスト付近の右舷側から落水

し、ハーネスによって引かれる状態になった。 

 船長は、乗組員Ａを救助するために本船を停船させようとしたが、

強風及び高い波のために停船させることができず、姿勢の保持に努め

るため、操船に専念し、他の乗組員３人が乗組員Ａの救助に当たった

ものの、船体の動揺もあり、乗組員Ａを本船に引き揚げることはでき

なかった。 

 乗組員３人は、船尾のステップを使って乗組員Ａを本船に引き揚げ

るため、同人を船尾側に移動させ、引き揚げようとしたが、引き揚げ

ることができず、船長は０３時３０分ごろ海上保安庁に救助要請を行

った。 

 海上保安庁の巡視艇は、０４時１５分ごろ本船付近に到着したが、

高波のために搭載艇を使用できず、要請を受けて出動したヘリコプタ

ーが０６時０７分ごろ着き、機動救難士が０６時２６分ごろ乗組員Ａ

を救助し、病院に搬送したが、０７時１４分ごろ、医師により、死亡

が確認され、死因は溺水と検案された。 

（付図１ 発生場所図 参照） 

 気象・海象  (1) 三島灯台における観測値 

   三島灯台（概位 北緯３４°４３.４′ 東経１２９°２６.

７′）における本事故発生日００時２５分～０４時５５分までの

観測値は、次のとおりであった。 

観測時刻 
(時:分) 

風向 
 

風速 
（m/s） 

気圧 
(hPa) 

波高 
（ｍ） 

00:25 北北西 16 1006 1.0 

00:55 北北西 16 1006 0.7 

01:25 北 18 1006 2.2 

01:55 北 18 1006 2.3 

02:25 北 18 1006 2.1 

02:55 北 18 1007 2.0 

03:25 北 17 1007 2.0 

03:55 北北東 16 1007 2.2 

04:25 北 17 1007 2.2 

04:55 北北東 15 1007 2.0 

 (2) 気象警報及び注意報並びに海上警報 

  ① 気象警報及び注意報（長崎海洋気象台発表） 

    ４月３０日１６時１７分に長崎県上対馬に強風注意報（風速

１２m/s 以上）及び波浪注意報（波高２.５ｍ以上）が、発表

され、本事故発生時には継続されていた。 

  ② 海上警報（福岡管区気象台発表） 

    ４月３０日１７時４０分に対馬海峡に海上風警報（海上で風
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速が１３.９m/s 以上１７.２m/s 未満の状態に既になっている

か、又は２４時間以内にその状態になると予想される場合）

が、発表され、本事故発生時には継続されていた。 

(3) 気象庁のデータによれば、平成２５年５月１日の本事故発生場

所付近の海面水温は、約１５℃であり、潮流は東流であった。 

 その他の事項  本船は、５月３日に行われる大韓民国釜山
プ サ ン

港から福岡県福岡市博多

港へ航行する「日韓親善アリランレース」に参加するため、釜山港に

向かっており、釜山港には５月１日の０８時～０９時に到着する予定

であった。 

 船長は、過去３度、本船で「日韓親善アリランレース」に参加した

経験があった。 

 本船では、大会前には月に１、２回集まって練習を行っていた。 

乗組員Ａは、ヨット歴が長く、ヨット雑誌の編集長の経験もあっ

た。 

乗組員Ａは、「日韓親善アリランレース」に参加することは初めて

であったが、他の大会に参加した経験はあった。 

船長は、出航前から気象情報を入手し、出航後も比田勝港に接近す

るまで入手に努めていた。 

乗組員Ａは、自動膨張式救命胴衣を着用していた。 

ハーネスには、長いラインと短いラインの２本があり、それぞれに

フックが備えられており、長いラインの長さは約１.８ｍであった。 

乗組員Ａは、ハーネスの長いラインのみを使用し、フックを転落場

所付近である右舷側舷縁近くのラインに掛けていた。 

船長は、いつも、乗組員に対し、甲板上を移動する際にはハーネス

のフックを掛けるように指示していたが、本事故発生当時、乗組員Ａ

に対してそのように指示したか、どうかは定かではなかった。 

乗組員は、全員が飲酒はしていなかった。 

乗組員は、全員が救命胴衣を着用していた。 

船長は、出航前から緊急避難港として比田勝港を候補として考えて

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

あり 

 乗組員Ａの死因は、溺水であった。 

 本船は、海上風警報が発表された三ツ島北方沖を西進中、乗組員Ａ

が、他の乗組員１名と共にメインセールを畳む作業を行っていたとこ

ろ、転倒して右舷側から落水したことから、右舷側舷縁近くのライン

に掛けていたハーネスによって引かれる状態となり、落水から救助さ

れるまでの間に溺水し、死亡するに至ったものと考えられる。 
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 乗組員Ａが、マスト付近のビットなどにハーネスのフックを掛けて

いれば、転倒したとしても、落水しなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が海上風警報が発表された三ツ島北方沖を西

進中、乗組員Ａが、他の乗組員１名と共にメインセールを畳む作業を

行っていたところ、転倒して右舷側から落水したため、発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、荒天時のハーネスの使用方法を乗組員に周知徹底してお

くこと。 

 ・悪天候時は、速やかに最寄りの港に避難すること。 
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付図１ 発生場所図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


